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　　　　四国中央市議会会議規則第67条の２「賛成又は反対のボタンのいずれも押していない者は、反対のボタンを押したものとみなす。」

動 議 （ ９ 月 10 日 ）

動 議 （ ９ 月 12 日 ）
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　※動議２件については、以下による取扱いがされております。

　　　　地方自治法第116条「普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」

各議員の議案に対する賛否の状況（令和６年第３回定例会）

※ 賛否等の分かれた案件を記載しています。

※ 〇：賛成　×：反対　 欠：欠席
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【 継 続 審 査 】
５ 年 陳 情 第 ５ 号
６ 年 陳 情 第 １ 号


